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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリンダヘッド（１）の燃焼室（５）の略中心位置に、有底円筒状のスリーブ（６）を
上下方向に嵌合し、該スリーブ（６）内に点火プラグ（７）を嵌装し、該点火プラグ（７
）の点火電極（７ａ・７ｂ）を、シリンダ（２）内の単室式燃焼室（５）に臨む位置に配
置した火花点火機関において、前記スリーブ（６）を有底円筒状に形成し、該スリーブ（
６）の底部に点火プラグ（７）の点火電極を収容する副室（１０）を形成するとともに、
該副室（１０）と前記燃焼室（５）とを連通する噴口（６ａ）を設け、該スリーブ（６）
の底部を爆面（１ａ）よりも燃焼室（５）内に突出し、点火電極（７ａ・７ｂ）による点
火位置（１２）を爆面（１ａ）付近とし、前記副室（１０）を構成するスリーブ（６）の
内側底面から、該点火プラグ（７）の底面までの距離（Ｌ１）と、該副室（１０）の直径
であるスリーブ（６）の内径の距離（Ｌ２）との比率である副室縦横比を、０．５～１．
０の範囲内に設定し、前記点火プラグ（７）の点火電極（７ａ・７ｂ）による混合気の点
火位置（１２）の設定は、圧縮上死点より前の点火時期において、ピストン（３）の圧縮
工程における上死点手前の点火時期の、該副室（１０）内に残留する圧縮された残留ガス
量を、次の式から求め、
　副室容積×点火時期におけるシリンダ容積（副室容積含む）／吸気弁閉時期におけるシ
リンダ容積（副室容積含む）
　前記式で算出した圧縮された残留ガス量よりも、該副室（１０）の点火位置（１２）上
方の容積が大きくなるように設定し、該副室（１０）の底面積は同じであるから、圧縮上
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死点前の点火時期において、該副室（１０）上面から該点火位置（１２）までの距離（Ｌ
３）が、該副室（１０）上面から該副室（１０）内の上側の残留ガスの下端位置までの距
離（Ｌ４）に対して、距離（Ｌ３）＞距離（Ｌ４）となるように設定し、該副室（１０）
内に残留する残留ガスよりも下方の噴口（６ａ）側に配置したことを特徴とする火花点火
機関。
【請求項２】
　請求項１記載の火花点火機関において、前記副室（１０）上面から点火位置（１２）ま
での距離（Ｌ３）を、副室の高さ（Ｌ１）で除算することにより算出する算出値を０．５
～０．８の範囲内に設定したことを特徴とする火花点火機関。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の火花点火機関において、前記副室（１０）の容積を、
圧縮上死点時における前記燃焼室（５）の容積で除算することにより算出する副室容積比
を、０．０１０～０．０１５の範囲内に設定したことを特徴とする火花点火機関。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の火花点火機関において、前記副室（１０
）と前記燃焼室（５）とを連通する噴口（６ａ）を、点火位置（１２）を中心として対称
な一対の噴口（６ａ・６ａ）に構成し、該一対の噴口（６ａ・６ａ）が鉛直方向でなす噴
口角度（α）を、８０～１００度の範囲内に設定したことを特徴とする火花点火機関。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の火花点火機関において、前記副室（１０
）と前記燃焼室（５）とを連通する噴口（６ａ）の向きを、点火位置（１２）と燃焼室（
５）の外周部に設けた凹部であるバルブリセス（３ｂ・・・）の中心、又は隣り合うバル
ブリセス（３ｂ）の間とを結ぶ直線方向とし、該噴口の向きの直線方向に対するずれの許
容度を水平方向で－１０～１０度の範囲内に設定したことを特徴とする火花点火機関。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、単室式燃焼室を備える火花点火機関に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、単室式燃焼室を備える火花点火機関には、希薄混合気を使用した場合でも、
点火性能を安定させるために、燃料供給のない副室を設けた副室型点火プラグを備えたも
のがある（例えば、特許文献１参照）。このような火花点火機関においては、例えば図１
５、図１６に示すように、シリンダヘッド２１とシリンダ２２内のピストン２３頂面との
間に燃焼室２５を形成し、該燃焼室２５の上部に点火電極２７ａが位置するように、点火
プラグ２７をシリンダヘッド２１に設けている。そして、点火プラグ２７の先端に複数の
噴口２８ａ・２８ａ・・・を有するキャップ２８を点火電極２７ａを覆うように一体的に
設けて、該キャップ２８内に噴口２８ａ・２８ａ・・・を介して燃焼室２５と連通する副
室３０を形成していた。これにより、シリンダ２２内から副室３０内に流入した混合気を
、点火プラグ２７の点火電極２７ａにて火花点火した際に、噴口２８ａ・２８ａ・・・か
ら噴出する火炎は火炎ジェットとなって、大きな乱れを生みながら燃焼室２５内に伝播し
て当該燃焼室２５内の混合気を確実に燃焼させていた。このとき、前記火炎ジェットの乱
れにより急速燃焼が実現可能となっていた。
【特許文献１】特開平４－２８７８２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来のような火花点火機関においては、点火プラグの下部先端に有底円筒状のキャップ
を一体的に設けて副室を形成するため、副室の直径は点火プラグの直径により制限される
ことになり、副室に有効な容積を確保するためには、高さを高くする必要があった。これ
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により、副室が縦横比の大きな縦長状となり、副室上側に設けられた点火電極による混合
気の点火位置から副室下側に設けられる噴口までの距離が長くなって、点火位置付近に残
留ガスが溜まりやすくなっていた。そのため、点火時期に副室内での点火や火炎の成長が
、残留ガスの影響を受けて妨げられ、希薄混合気に対して安定した点火及び燃焼性能を得
ることができなかった。
【０００４】
　そこで本発明においては、従来に比べてより希薄な混合気でも運転を可能にし、安定し
た点火及び燃焼性能を有する火花点火機関を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００６】
　請求項１においては、シリンダヘッド（１）の燃焼室（５）の略中心位置に、有底円筒
状のスリーブ（６）を上下方向に嵌合し、該スリーブ（６）内に点火プラグ７を嵌装し、
該点火プラグ（７）の点火電極（７ａ・７ｂ）を、シリンダ（２）内の単室式燃焼室（５
）に臨む位置に配置した火花点火機関において、前記スリーブ（６）を有底円筒状に形成
し、該スリーブ（６）の底部に点火プラグ（７）の点火電極を収容する副室（１０）を形
成するとともに、該副室（１０）と前記燃焼室（５）とを連通する噴口（６ａ）を設け、
該スリーブ（６）の底部を爆面（１ａ）よりも燃焼室（５）内に突出し、点火電極（７ａ
・７ｂ）による点火位置（１２）を爆面（１ａ）付近とし、前記副室（１０）を構成する
スリーブ（６）の内側底面から、該点火プラグ（７）の底面までの距離（Ｌ１）と、該副
室（１０）の直径であるスリーブ（６）の内径の距離（Ｌ２）との比率である副室縦横比
を、０．５～１．０の範囲内に設定し、前記点火プラグ（７）の点火電極（７ａ・７ｂ）
による混合気の点火位置（１２）の設定は、圧縮上死点より前の点火時期において、ピス
トン（３）の圧縮工程における上死点手前の点火時期の、該副室（１０）内に残留する圧
縮された残留ガス量を、次の式から求め、
　副室容積×点火時期におけるシリンダ容積（副室容積含む）／吸気弁閉時期におけるシ
リンダ容積（副室容積含む）
　前記式で算出した圧縮された残留ガス量よりも、該副室（１０）の点火位置（１２）上
方の容積が大きくなるように設定し、該副室（１０）の底面積は同じであるから、圧縮上
死点前の点火時期において、該副室（１０）上面から該点火位置（１２）までの距離（Ｌ
３）が、該副室（１０）上面から該副室（１０）内の上側の残留ガスの下端位置までの距
離（Ｌ４）に対して、距離（Ｌ３）＞距離（Ｌ４）となるように設定し、該副室（１０）
内に残留する残留ガスよりも下方の噴口（６ａ）側に配置したものである。
【０００７】
　請求項２においては、請求項１記載の火花点火機関において、前記副室（１０）上面か
ら点火位置（１２）までの距離（Ｌ３）を、副室の高さ（Ｌ１）で除算することにより算
出する算出値を０．５～０．８の範囲内に設定したものである。
【０００８】
　請求項３においては、請求項１または請求項２に記載の火花点火機関において、前記副
室（１０）の容積を、圧縮上死点時における前記燃焼室（５）の容積で除算することによ
り算出する副室容積比を、０．０１０～０．０１５の範囲内に設定したものである。
【０００９】
　請求項４においては、請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の火花点火機関にお
いて、前記副室（１０）と前記燃焼室（５）とを連通する噴口（６ａ）を、点火位置（１
２）を中心として対称な一対の噴口（６ａ・６ａ）に構成し、該一対の噴口（６ａ・６ａ
）が鉛直方向でなす噴口角度（α）を、８０～１００度の範囲内に設定したものである。
【００１０】
　請求項５においては、請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の火花点火機関にお
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いて、前記副室（１０）と前記燃焼室（５）とを連通する噴口（６ａ）の向きを、点火位
置（１２）と燃焼室（５）の外周部に設けた凹部であるバルブリセス（３ｂ・・・）の中
心、又は隣り合うバルブリセス（３ｂ）の間とを結ぶ直線方向とし、該噴口の向きの直線
方向に対するずれの許容度を水平方向で－１０～１０度の範囲内に設定したものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
【００１２】
　請求項１においては、一般に市販されている点火プラグをそのまま使用できてコスト低
減化が図れ、スリーブに設けた噴口を通じて副室から燃焼室に噴出する火炎が火炎ジェッ
トとなり、該火炎ジェットが生成する乱れにより、従来の副室型点火プラグを用いること
なく急速燃焼を行うことができる。
　さらに、噴口を爆面から離れた位置に配置することができ、火炎ジェットの爆面付近で
のクエンチを防ぐことができる。また、副室形状が単純なものとなるため、副室形状及び
点火位置の設計自由度が高くなり、残留ガスの影響を避けることができるように副室を容
易に構成することができる。
【００１３】
　また、副室を適正な縦横比で構成することができるので、従来に比べてより希薄な混合
気を用いて機関の運転を行うことが可能となる。
【００１４】
　また、前記点火プラグ（７）の点火電極（７ａ・７ｂ）による混合気の点火位置（１２
）の設定は、圧縮上死点より前の点火時期において、ピストン（３）の圧縮工程における
上死点手前の点火時期の、該副室（１０）内に残留する圧縮された残留ガス量を、次の式
から求め、
　副室容積×点火時期におけるシリンダ容積（副室容積含む）／吸気弁閉時期におけるシ
リンダ容積（副室容積含む）
　前記式で算出した圧縮された残留ガス量よりも、該副室（１０）の点火位置（１２）上
方の容積が大きくなるように設定し、該副室（１０）の底面積は同じであるから、圧縮上
死点前の点火時期において、該副室（１０）上面から該点火位置（１２）までの距離（Ｌ
３）が、該副室（１０）上面から該副室（１０）内の上側の残留ガスの下端位置までの距
離（Ｌ４）に対して、距離（Ｌ３）＞距離（Ｌ４）となるように設定し、該副室（１０）
内に残留する残留ガスよりも下方の噴口（６ａ）側に配置した点火プラグによる点火位置
を副室の適正な位置に配置することにより、副室内の残留ガスによる点火及び燃焼性能の
不安定化を抑えることができる。
　よって、希薄領域でも安定した点火及び燃焼を行うことが可能となり、これにより機関
の運転範囲を希薄側に拡大することができる。
【００１５】
　請求項２においては、副室での点火位置を適正な位置に設定することができ、副室内の
残留ガスによる点火及び燃焼性能の不安定化を抑えることができる。
　よって、希薄領域でも安定した点火及び燃焼を行うことが可能となり、これにより機関
の運転範囲を希薄側に拡大することができる。
【００１６】
　請求項３においては、副室を適正な副室容積比で構成することができるので、燃焼安定
性を保持しつつ、希薄領域での機関の運転を行うことができる。
【００１７】
　請求項４においては、副室に対する噴口角度を適正な角度に設定することができるので
、確実に火炎ジェットを噴口より噴出させて燃焼安定性を保持しつつ、希薄領域での機関
の運転を行うことができる。
【００１８】
　請求項５においては、副室に対する噴口の向きを適正な方向に設定することができるの
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で、燃焼安定性を保持しつつ、希薄領域での機関の運転を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　次に、発明の実施の形態を説明する。
【００２０】
　図１は本発明の一実施例に係る点火プラグ及びスリーブを備える燃焼室の断面図、図２
は点火プラグ及びスリーブに備える副室の断面図、図３はスリーブの断面平面図、図４は
副室縦横比と失火限界での混合気濃度との関係を示す図、図５は副室縦横比と燃焼安定性
との関係を示す図である。
【００２１】
　図６は残留ガスを有する状態の副室の断面図、図７は副室上面から点火位置までの距離
／副室高さと失火限界での混合気濃度との関係を示す図、図８は副室上面から点火位置ま
での距離／副室高さと燃焼安定性との関係を示す図、図９は副室容積比と失火限界での混
合気濃度との関係を示す図である。
【００２２】
　図１０は副室容積比と燃焼安定性との関係を示す図、図１１は噴口角度と失火限界での
混合気濃度との関係を示す図、図１２は噴口角度と燃焼安定性との関係を示す図、図１３
は噴口の向きと失火限界での混合気濃度との関係を示す図、図１４は噴口の向きと燃焼安
定性との関係を示す図、図１５は従来の副室型点火プラグを備える燃焼室の断面図、図１
６は従来の副室型点火プラグに備える副室の一部断面図である。
【００２３】
　火花点火機関においては、図１、図２に示すように、シリンダヘッド１の下方にシリン
ダ２を連続して配置し、該シリンダ２内にピストン３を上下に摺動自在に設けている。
　該ピストン３の上部先端にはシリンダヘッド１と対向して凹部３ａを設け、該凹部３ａ
とシリンダヘッド１とシリンダ２で燃焼室５を形成している。また、シリンダヘッド１に
は図示しない吸気バルブと排気バルブそれぞれをピストン３の上部に設けたバルブリセス
３ｂ・３ｂ・・・（図３参照）に臨ませて配置し、該吸気弁と排気弁を適宜開閉すること
により燃焼５室に対して吸気や排気を行うようにしている。
【００２４】
　前記シリンダヘッド１の燃焼室５の略中心位置には、有底円筒状のスリーブ６を上下方
向に嵌合し、該スリーブ６内に点火プラグ７を設けている。点火プラグ７の下部先端には
燃焼室５上部に位置するように点火電極７ａ・７ｂ（接地電極７ａ・中心電極７ｂ）を備
えている。そして、該点火プラグ７の点火電極７ａ・７ｂは燃焼室５内に突出したスリー
ブ６の底部で覆うようにして、当該点火電極７ａ・７ｂを収容するスリーブ６の下部内に
副室１０を形成している。
【００２５】
　前記副室１０は平面視で燃焼室５の略中央に配置し、図３に示すように、該副室１０の
周囲に前記ピストン３上に形成したバルブリセス３ｂ・３ｂ・・・が位置するようにして
いる。バルブリセス３ｂ・３ｂ・・・は吸気バルブ用のバルブリセス又は排気バルブ用の
バルブリセスとして用い、本実施例では、それぞれ吸気用及び排気用バルブリセスを二つ
ずつ備え、副室１０を中心として左右対称に９０度毎に配置している。
【００２６】
　また、前記スリーブ６の底部周囲には複数の噴口６ａ・６ａ・・・を等間隔毎に貫通し
て設け、該噴口６ａ・６ａ・・・を介して副室１０と燃焼室５とを連通している。こうし
て、吸気バルブが開いてシリンダ２内に吸入された燃焼用混合気が副室１０に噴口６ａ・
６ａ・・・を通じて流入し、該混合気を点火プラグ７が点火電極７ａ・７ｂにて火花点火
することで、噴口６ａ・６ａ・・・から火炎が燃焼室５内に噴出して伝播するようにして
いる。
【００２７】
　そして、前記スリーブ６の噴口６ａ・６ａ・・・を設けた底部を爆面１ａ（シリンダヘ
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ッド１のシリンダ２に対向する下面）よりも燃焼室５内へ突出させるとともに、前記スリ
ーブ６内において点火プラグ７の点火電極７ａ・７ｂを爆面付近まで突出させている。こ
うして、副室１０内の点火電極７ａ・７ｂによる点火位置１２を上下方向で爆面１ａ付近
に位置するように構成している。
【００２８】
　したがって、燃料を別途供給することなく希薄燃焼を行うために、点火プラグ７で副室
１０内の混合気に対し火花点火する際、前記副室１０からスリーブ６の噴口６ａ・６ａ・
・・を通じて燃焼室５に噴出する火炎が火炎ジェットとなって乱れを生成し、該乱れによ
り副室型プラグを用いることなく急速燃焼を行うことが可能となる。そしてまた、このと
きには前記スリーブ６の噴口６ａ・６ａ・・・が爆面１ａから離れた位置となるため、火
炎ジェットの爆面付近でのクエンチを防ぐことができる。
【００２９】
　さらに、前記副室１０はスリーブ６と点火プラグ７との間に形成される空間となるため
その形状は自ずと決まってしまう。そのため、副室形状が単純なものとなって、残留ガス
の影響を避けることができるように副室１０を容易に構成することができる。
【００３０】
　本実施例では、前記副室１０の形状を略円柱形状として、その直径を点火プラグ７の外
径と略一致させている。そして、図２に示すように、副室１０の高さ（縦幅）をスリーブ
６の内側底面から点火プラグ７の底面までの距離Ｌ１とし、副室１０の直径（横幅）をス
リーブ６の内径と等しい距離Ｌ２とした場合に、距離Ｌ１と距離Ｌ２との間に式（１）の
関係を満たすように副室１０を構成している。
　　０．５≦Ｌ１／Ｌ２≦１．０・・・・・（１）
すなわち、前記副室１０の高さを直径で除算することによって、副室１０の縦横比Ｌ１／
Ｌ２を算出し、該副室縦横比Ｌ１／Ｌ２を０．５～１．０の範囲内に設定している。つま
り、副室１０は断面視横長となる形状としている。
【００３１】
　このように副室１０を構成することで、図４に示すように、副室縦横比Ｌ１／Ｌ２が小
さい場合よりも、大きい方が失火限界での混合気の濃度を薄くすることができる。つまり
、失火限界での空気過剰率が大きくなる。よって、副室１０の縦横比を前記設定範囲内の
適正な値として副室１０を構成することで、できるだけ希薄な混合気を燃焼させて、機関
の運転を行うことができる。
【００３２】
　また、図５に示すように、副室縦横比Ｌ１／Ｌ２が前記設定値０．５～１．０の範囲内
にある場合に燃焼変動率が最も低く抑えられて、燃焼安定性が増す。これによって、希薄
混合気を用いて燃焼を安定して行うことができ、該希薄燃焼により燃費の向上を図ること
もできる。
【００３３】
　また、副室内で点火電極による点火位置が、従来のように副室上側、つまり燃焼室に連
通する噴口と反対側にある場合には、ピストンが圧縮上死点に至る点火前において、副室
内の点火位置付近に残留ガスが多量に存在することになるため、噴口より副室内に新たに
希薄混合気が副室内に流入しても残留ガスの影響を受けて点火位置まで十分に至らず、火
花点火させても燃焼を安定して行うことができなかった。
【００３４】
　そこで、希薄混合気に対して安定した点火及び燃焼性能を確保するため、副室１０内に
おいて点火位置１２を残留ガスの影響を受けにくい適正な位置に設定している。つまり、
図６に示すように、前述の適正な縦横比に設定した副室１０内においては、点火プラグ７
の点火電極７ａ・７ｂは副室１０内の下方に延出して、該点火電極７ａ・７ｂによる混合
気の点火位置１２をスリーブ６の噴口６ａ・６ａ・・・に近かい爆面１ａ付近に配置して
いる。
【００３５】
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　前記点火電極７ａ・７ｂによる混合気の点火位置１２は、具体的には、ピストン３の圧
縮工程における上死点手前の点火時期における副室１０内に残留する残留ガス量を算出し
、該算出した残留ガス量が副室１０内で占める量が所定量以下となるように設定する。つ
まり、圧縮上死点前の点火時期における副室１０内の残留ガス量は式（２）から求める。
　　副室容積×点火時期におけるシリンダ容積（副室容積含む）／吸気弁閉時期における
シリンダ容積（副室容積含む）・・・・・（２）
【００３６】
　そして、前記式（２）で算出した残留ガス量よりも、副室１０の点火位置１２上方の容
積が大きくなるように設定し、該容積から点火位置１２を決定する。つまり、ピストン３
を上昇させたときに副室１０内に残留する燃焼排ガスは上方に圧縮され、その体積が点火
位置１２よりも上方の副室１０内の体積よりも小さくなるようにすることで、点火時に残
留燃焼排ガスは点火位置よりも上方に位置して燃焼に支障を与えないようにしている。
【００３７】
　前記副室１０の点火位置１２上方の容積は、副室上面（点火プラグ７の底面）から点火
位置１２までの距離Ｌ３と副室直径Ｌ２とに基づいて算出することができる。したがって
、底面積は同じであるから、前記残留ガス量を底面積で除した値が距離Ｌ３よりも短くな
るように設定する。
【００３８】
　すなわち、圧縮上死点前の点火時期において、適正な点火位置とした際の副室１０上面
から点火位置１２までの距離Ｌ３が、副室１０上端から副室１０内の上側に存在する残留
ガスの下端位置までの距離をＬ４とした場合に、Ｌ３＞Ｌ４となるように設定する。
【００３９】
　こうして、前記点火プラグ７の点火電極７ａ・７ｂによる混合気の点火位置１２が、副
室１０内に残留する残留ガスよりも下方の噴口６ａ側に配置されることになる。そのため
、点火プラグ７による点火位置１２が副室１０内の適正位置に配置されることになって、
副室１０内の残留ガスによる点火及び燃焼性能の不安定化を抑えることができる。
　よって、希薄領域でも安定した点火及び燃焼を行うことが可能となり、これにより機関
の運転範囲を希薄側に拡大することができる。
【００４０】
　具体的には、副室１０上面から点火位置１２までの距離Ｌ３と前記副室１０の高さＬ１
との間に式（３）の関係を満たすように、副室１０に対し点火位置１２を設定している。
　　０．５≦Ｌ３／Ｌ１≦０．８・・・・・（３）
　すなわち、前記副室１０上面から点火位置１２までの距離Ｌ３を副室１０の高さＬ１で
除算し、該算出値Ｌ３／Ｌ１を０．５～０．８の範囲内に設定している。
【００４１】
　この場合、図７に示すように、前記算出値Ｌ３／Ｌ１が小さい場合よりも、大きい方が
副室１０における失火限界での混合気の濃度が薄くなる。つまり、失火限界での空気過剰
率が大きくなる。よって、算出値Ｌ３／Ｌ１を前記設定範囲内の適正な値として副室１０
に対し点火位置１２を設定することで、できるだけ希薄な混合気を燃焼させて、機関の運
転を行うことができる。
【００４２】
　また、図８に示すように、失火限界での混合気濃度を一定とした際には、前記算出値Ｌ
３／Ｌ１が小さい場合よりも、大きい方が燃焼変動率が低く抑えられて、燃焼安定性が増
す。したがって、希薄混合気を用いて希薄燃焼を安定して行うことができ、該希薄燃焼に
より燃費の向上を図ることもできる。
【００４３】
　また、前記副室１０はその容積をＶ１とし、圧縮上死点時における燃焼室５の容積をＶ
２とした場合に、副室容積Ｖ１と燃焼室容積Ｖ２との間に式（４）の関係を満たすように
構成している。
　　０．０１０≦Ｖ１／Ｖ２≦０．０１５・・・・・（４）
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　すなわち、前記副室容積Ｖ１を燃焼室容積Ｖ２で除算することにより副室１０の容積比
Ｖ１／Ｖ２を算出し、該副室容積比Ｖ１／Ｖ２を０．０１０～０．０１５の範囲内に設定
している。
【００４４】
　前記副室１０においては、図９に示すように、副室容積比Ｖ１／Ｖ２が前記設定値０．
０１０～０．０１５の範囲内にある場合に、失火限界での混合気の濃度が最も薄くなる。
つまり、失火限界での空気過剰率が大きくなる。よって、副室１０の容積比を前記設定範
囲内の適正な値として副室１０を構成することで、できるだけ希薄な混合気を燃焼させて
、機関の運転を行うことができる。
【００４５】
　また、図１０に示すように、副室容積比Ｖ１／Ｖ２が前記設定値０．０１０～０．０１
５の範囲内にある場合に燃焼変動率が低く抑えられ、燃焼安定性が最も増す。これより、
希薄混合気を用いて燃焼を安定して行うことができ、該希薄燃焼によって燃費の向上を図
ることもできる。
【００４６】
　また、以上のように構成される副室１０に対し、前記スリーブ６の底部に設けた複数の
噴口６ａ・６ａ・・・は、二つ一組として直径方向に配置し、複数組設けている。すなわ
ち、各一対の噴口６ａ・６ａは点火プラグ７による点火位置１２を中心として左右対称に
配置している。そして、各噴口６ａは燃焼室５の外周部に向けて下方に傾斜するように形
成し、該噴口６ａを通じて副室１０から燃焼室５に向けて火炎ジェットを放射状に噴射す
ることができるようにしている。そして、図６に示すように、前記各一対の噴口６ａ・６
ａが鉛直方向でなす噴口角度αを８０～１００度の範囲内に設定している。
【００４７】
　このような構成では、図１１に示すように、噴口角度αが前記設定値８０～１００度の
範囲内にある場合に副室１０における失火限界での混合気の濃度が薄くなる。つまり、失
火限界での空気過剰率が大きくなる。よって、噴口角度αを副室１０に対し前記設定範囲
内の適正な値に設定することで、できるだけ希薄な混合気を燃焼させて、機関の運転を行
うことができる。
【００４８】
　また、図１２に示すように、噴口角度αが前記設定値８０～１００度の範囲内にある場
合に燃焼変動率が低く抑えられ、燃焼安定性が最も増す。そのため、希薄混合気を用いて
希薄燃焼を安定して行うことができ、該希薄燃焼により燃費の向上を図ることもできる。
【００４９】
　さらに、前記一対の噴口６ａ・６ａは平面視で点火プラグ７による点火位置１２を中心
として等間隔毎に配置している。本実施例では、一対の噴口６ａ・６ａを二組設け、これ
を９０度ずらして配置している。つまり、副室１０の周囲に四つの噴口を９０度毎に配置
している。
【００５０】
　そして、噴口６ａ・６ａ・・・からの火炎ジェットの噴出方向が、図３（ａ）に示すよ
うに、各バルブリセス３ｂの中心に向かうように各噴口６ａの向きを設定している（点火
位置１２とバルブリセス３ｂの中心を結ぶ直線方向Ｏ１）。または、図３（ｂ）に示すよ
うに、バルブリセス３ｂとバルブリセス３ｂの間に向かうように各噴口６ａの向きを設定
している（点火位置１２と隣り合うバルブリセスの間とを結ぶ直線方向Ｏ２）。
【００５１】
　さらに、該噴口６ａの向きの前記直線方向に対するずれの許容度βを水平方向で－１０
～１０度の範囲内に設定している。なお、噴口６ａの適正な向きは燃焼室５の形状に応じ
て前記直線方向Ｏ１又はＯ２のどちらか一方の方向に決定する。また、図３（ａ）・（ｂ
）における矢印は噴口６ａから噴出する火炎ジェットの噴出方向を示すものである。
【００５２】
　このような構成では、図１３に示すように、噴口６ａの向きを前記直線方向Ｏ１又はＯ
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おける失火限界での混合気の濃度が最も薄くなる。つまり、失火限界での空気過剰率が大
きくなる。よって、噴口６ａの向きを副室１０に対し前記設定範囲内の適正な方向に設定
することで、できるだけ希薄な混合気を燃焼させて、機関の運転を行うことができる。
【００５３】
　また、図１４に示すように、前記許容度βが前記設定値－１０～１０度の範囲内にある
場合に燃焼変動率が低く抑えられ、燃焼安定性が増す。これより、希薄混合気を用いて燃
焼を安定して行うことができ、該希薄燃焼によって燃費の向上を図ることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の一実施例に係る点火プラグ及びスリーブを備える燃焼室の断面図。
【図２】点火プラグ及びスリーブに備える副室の断面図。
【図３】スリーブの断面平面図。（ａ）噴口の向きが直線方向Ｏ１の場合を示す図。（ｂ
）噴口の向きが直線方向Ｏ２の場合を示す図。
【図４】副室縦横比と失火限界での混合気濃度との関係を示す図。
【図５】副室縦横比と燃焼安定性との関係を示す図。
【図６】残留ガスを有する状態の副室の断面図。
【図７】副室上面から点火位置までの距離／副室高さと失火限界での混合気濃度との関係
を示す図。
【図８】副室上面から点火位置までの距離／副室高さと燃焼安定性との関係を示す図。
【図９】副室容積比と失火限界での混合気濃度との関係を示す図。
【図１０】副室容積比と燃焼安定性との関係を示す図。
【図１１】噴口角度と失火限界での混合気濃度との関係を示す図。
【図１２】噴口角度と燃焼安定性との関係を示す図。
【図１３】噴口の向きと失火限界での混合気濃度との関係を示す図。
【図１４】噴口の向きと燃焼安定性との関係を示す図。
【図１５】従来の副室型点火プラグを備える燃焼室の断面図。
【図１６】従来の副室型点火プラグに備える副室の一部断面図。
【符号の説明】
【００５５】
　１　　シリンダヘッド
　２　　シリンダ
　５　　燃焼室
　６　　スリーブ
　７　　点火プラグ
　７ａ　点火電極（接地電極）
　７ｂ　点火電極（中心電極）
　１０　副室
　１２　点火位置
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【図７】 【図８】



(12) JP 4473802 B2 2010.6.2

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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